別表(第2条、第7条関係)
手数料を徴収する事項
単位
手数料の金額

1　戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき
450円

2　戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
証明事項1件につき
350円

3　除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき
750円

4　除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
証明事項1件につき
450円

5　戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
1通につき
350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6　戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務
書類1件につき
350円

7　犬の登録
1頭につき
3,000円

8　犬の狂犬病予防注射済票の交付
1頭につき
550円

9　犬の鑑札の再交付
1頭につき
1,600円

10　犬の狂犬病予防注射済票の再交付
1頭につき
340円

11　宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
1件につき
61,000円

12　住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
1件につき
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

13　自動車の臨時運行に関する証明
1両につき
750円

14　住宅用家屋証明
1件につき
1,300円

15　火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査
1件につき
1,200円

16　火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査
1件につき


(1)　火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査

2,400円

(2)　火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合)

3,500円

(3)　火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラムを超える場合)

6,900円

17　煙火の消費の許可の申請に対する審査
1件につき
7,900円

18　身分に関する証明
1件につき
300円

19　資産に関する証明
1件につき
300円

20　租税公課に関する証明
1件につき
300円

21　収入金に関する証明
1件につき
300円

22　印鑑に関する証明
1通につき
300円

23　印鑑登録証の再交付
1件につき
300円

24　埋火葬に関する証明
1件につき
300円

25　住民票、戸籍の附票の謄抄本の交付
1件につき
300円



住民票謄本については、1件増すごとに50円を加える。

26　住民票又は戸籍附票(いずれも除票を含む。以下同じ。)の記載事項に関する証明
1件につき
300円

27　外国人登録に関する証明
1件につき
300円

28　認可地縁団体の告示した事項に関する証明書の交付
1件につき
300円

29　その他の証明
1件につき
300円

30　住民基本台帳の閲覧
1件につき
300円

31　公簿、公文書又は図面の閲覧
1件につき
300円

32　納税に関する証明
1件につき
300円

33　土地・建物に関する証明
1件につき
300円



1件1枚とし、1枚を増すごとに300円を加える。

34　公簿、公文書又は図面の交付
1件につき
300円

35　訪問介護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額

36　指定居宅介護支援事業

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算出した額

37　督促手数料
1件につき
100円

38　営業に関する証明
1件につき
300円

39　住民基本台帳カードの交付
1件につき
500円

